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平成 28年 12月 19 日 

各      位 

 

 

 

 

 

 

 

行使価額修正条項付き第 12回新株予約権（第三者割当て）の発行価額の払込完了に関するお知らせ 

 

当社は、平成 28年 12月 2日開催の取締役会において決議した、メリルリンチ日本証券株式会社を割当先とす

る第 12回新株予約権（以下「本新株予約権」という）の発行に関して、本日、発行価額の総額（15,862,668 円）

の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成 28年 12月 2 日公表の「行使価額修正条項付き第

12 回新株予約権（第三者割当て）の発行及びコミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

 

募集の概要（第12回新株予約権（第三者割当て）） 

（１） 割 当 日 平成 28 年 12 月 19 日 

（２） 発行新株予約権数 5,802 個 

（３） 発 行 価 額 新株予約権１個当たり 2,734 円（総額 15,862,668 円） 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：5,802,000 株 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 270 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は

5,802,000 株です。 

（５） 資金調達の額 2,602,960,668 円（差引手取概算額） 

（６） 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額 449 円 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社

普通株式の終値の 90％に相当する金額に修正されますが、その価額が下

限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額としま

す。 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当ての方法による 

（８） 割 当 予 定 先 メリルリンチ日本証券株式会社 

（９） そ の 他 

当社は、メリルリンチ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ日本証券」

といいます。）との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、

コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結する予定です。当該第三

者割当て契約において、以下の内容が定められています。詳細は、「３．

資金調達方法の概要及び選択理由 （１）資金調達方法の概要」に記載し

ております。 

・ 当社による本新株予約権の行使の指定 

・ 当社による本新株予約権の行使の停止 

・ メリルリンチ日本証券による本新株予約権の取得に係る請求 

会 社 名 株 式 会 社 リ プ ロ セ ル 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 横山  周史 

 （コード番号：4978） 

問合せ先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 臼井  大祐 

 （TEL.045-475-3887） 
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なお、当該契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認

が必要である旨が定められており、また、譲渡された場合でも、上記のメ

リルリンチ日本証券の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されて

おります。 

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額で

あります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約

権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額

は減少します。 

 

 

以 上 

 


